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有無 支援制度 概要 ＨＰ

田舎暮らし体験 ○ － 移住体験会 https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/ijyu-teijyu/inakakurasitaiken.html

空き家バンク ○ 松阪市空家バンク
松阪市飯南・飯高及び嬉野（宇気郷及び中郷地区）の戸建て空家
の売買又は賃貸の情報を提供

https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/ijyu-teijyu/matsusakashiakiyabanku.html

移住アドバイザー

空家バンク改修補助金
空家バンク制度を活用して取得した住宅の改修費補助
・補助額＝（対象の経費の総額-10万円）×１／２（上限50万円）

https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/ijyu-teijyu/akiyabank-hojyokin.html

空家バンク家財処分補助金
空家バンク制度を活用して取得した住宅の家財処分補助
・補助額＝（対象の経費の総額-5万円）×１／２（上限10万円）

https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/ijyu-teijyu/akiyabank-hojyokin.html

三世代同居・近居支援補助金
市外から転入し、新たに三世代の同居や近居を始める世帯に対し
住宅の取得（新築・購入）及び増改築・リフォームに係る費用の一
部について補助（同居上限30万円、近居上限20万円）

https://www.city.matsusaka.mie.jp/soshiki/95/sansedaidokyokinkyosien.html

移住支援助成 ○ 松阪市移住支援補助金

東京圏から県の就業マッチングサイトを通じて松阪市飯南・飯高
地域及び嬉野の一部地域（宇気郷・中郷地区）に移住・就業した
場合に費用を支援
・世帯：100万円、単身60万円
・東京23区内に5年以上在住、又は５年以上東京圏に在住し23区
内に通勤していた者
・就業先が県の就業マッチングサイトに移住支援金の対象として
掲載された求人
・5年以上松阪市市に居住の意思のある者

https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/ijyu-teijyu/ijyuusienhojyokin.html

短期滞在住宅 ○ 田舎暮らしお試し住宅

田舎暮らしお試し住宅
（利用対象者）
・当地域への移住を希望される方
・当地域での田舎暮らしを体験したい方
・当地域での就業を希望される方
（借用料）無償※ただし電気料、水道料、浄化槽使用料及びテレビ
放映料の実費負担
（利用期間）１か月以上2か月以内

https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/ijyu-teijyu/otameshizyuutaku.html
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こども医療費助成制度

高校3年生（18歳年度末）までの子どもが、健康保険証を使って医
療を受けた時の自己負担額を助成。（なお、高校生世代について
は、保護者の所得に応じ、自己負担分の全額助成または2分の1。
また、未就学児については、保護者の所得に応じ、自己負担分の
窓口支払額が全額無料または1受診あたり1,000円までの支払。）

https://www.city.matsusaka.mie.jp/soshiki/27/kodomoiryou.html

一人親家庭等医療費助成制度

一人親家庭等の母または父及び子ども（18歳年度末まで）が、健
康保険証を使って医療を受けたとき自己負担額を全額助成。（な
お、未就学児については、自己負担分の窓口支払額が全額無
料。）

https://www.city.matsusaka.mie.jp/soshiki/27/hitorioyairyou.html

子育て支援センター
市内在住で保育園や幼稚園に通っていない子どもとその保護者
が利用できる。

https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/youho/siennsennta.html

子ども発達総合支援センターそだ
ちの丘

心身の発達に心配がある又は障がいのある児童を対象に、基本
的な動作、集団生活への適応などの療育・訓練を専門的に提供
し、合わせて、就園や就学に関する相談支援を行う。

https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/sodatinooka/

預かり保育・一時保育 ○ 一時預かり（一時保育）事業
保護者等の育児に伴う心理的及び肉体的負担を解消するための
リフレッシュや保護者等の疾病、災害、事故、介護、冠婚葬祭など
の社会的理由による緊急的保育などに対応するための事業

https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/youho/itijiazukari.html

ファミリーサポートセンター ○
育児の援助を受けたい人（依頼会員）が育児の手伝いができる人
（援助会員）を紹介し、子どもの預かりを行う仕組み

https://www.city.matsusaka.mie.jp/soshiki/95/family.html

病児・病後保育 ○ 病児及び病後児保育事業
病気中または病気の回復期であり、保育の必要な子どもを一時的
に預かる事業

https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/youho/byoujjibyougoji.html

放課後児童クラブ ○
就労等により昼間保護者が家庭にいない小学生に対し、放課後
や長期休業期に、保護者に代わって、遊びや生活の場を提供し、
健全な育成を図る。

https://www.city.matsusaka.mie.jp/soshiki/74/gakudojigyoannai.html

その他子育て支援 ○
私立保育園管理運営事業費補助
金「就職準備金」

新たに市外から松阪市に転入し、私立認可保育園に就職した常
勤保育士に、就職の際に10万円を支給し、1年間働き続ければさ
らに10万円を支給する。
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